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目次

総総合合的的分分析析はは継継続続中中！！

職業サイクルの最終的な分析結果の

公表は2027年3月を予定しています。

同じ対象者を長期にわたり追跡できるパネル調査の利点を活かし、

障害のある労働者の職業サイクルの特徴を明らかにする分析を行いました。

障障害害ののああるる労労働働者者のの職職業業ササイイククルルのの全全体体像像 p.6～21

障障害害のの重重度度化化のの影影響響

喫緊の政策課題である中高年期における障害の重度化が働き方等に与える

影響を分析しました。

p.22～23

p.28

大大ききなな社社会会情情勢勢のの影影響響

雇用の分野での合理的配慮の提供義務化等を内容とする改正障害者雇用促進法

の施行による影響を分析しました。また、東日本大震災と新型コロナウイルス感

染症拡大の影響についてアンケートの記述回答を分析しました。

p.24～27

調調査査のの概概要要 p.1～5

本調査で使用する用語や調査の概要を説明します。



調査の概要

障害者職業総合センターでは、障害者の職業生活の全体像を捉える

ことを目的として、2008～2023年度の16年間、障害のある労働者

1,000人強を追跡する「パネル調査」を実施しました。

「職業サイクル」とは︖

● 同じ人に、一定期間を空けて、複数回、同じ質問をする調査のこと

● 日本でのパネル調査の始まりの一つは、1993年からの「消費生活に

関するパネル調査 (JPSC)」で、当時の若年女性を対象に、

家計の収入や支出、ライフコースの変化を追跡

● 「21世紀成年者横断調査」等、多様な分野で活用

職業人生には、職業準備、就職、就業の継続、休職や復職、離職や

再就職、キャリア形成、そして職業人生からの引退といった様々な

局面があります。

このような多くの労働者に共通する経験の全体を、この研究では

「職業サイクル」と呼んでいます。

パネル調査とは︖
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「障害のある労働者の職業サイクルに
関する調査研究」 とは、どんな調査
研究でしょうか

就職、就業の継続、休職や復職、離職や再就職、そして

職業人生からの引退に至る職業サイクルを明らかにする

研究です。

調調査査期期間間

2008年から2023年までの16年間、前期調査、後期調査に分けて、

２年毎に調査を実施

対対象象ととすするる障障害害のの種種類類

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害

対対象象者者

企業や自営業で週20時間以上働いている障害のある労働者

離職後も調査を継続して、キャリア形成の状況を確認

（調査開始時）15歳から概ね55歳までの幅広い年齢層の障害者

募募集集方方法法

各障害の当事者団体や家族団体、障害者を多数雇用する事業所、

就労支援施設等を通じて対象者を募集し、説明後に同意を取得

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回

前期調査︓対象者 開始時の年齢が15歳以上40歳未満

後期調査︓対象者 開始時の年齢が40歳以上概ね55歳まで

調
査
開
始

調
査
終
了

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
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職業⽣活について幅広く確認

仕仕事事上上のの出出来来事事

配置転換 復職休職

転職、
再就職

仕仕事事にに関関すするる意意識識

仕事の満足度

配慮に関する希望
etc.

仕事の内容
給料や待遇
職場の人間関係
職場の環境

対対象象者者のの基基本本属属性性 就就労労状状況況

障害種類 年齢
性別 家族構成 etc.

就業形態
職務内容
労働条件
etc.

離職、
引退
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そそのの他他のの質質問問項項目目

生活上の出来事（結婚、子どもの誕生、転居等）

地域生活、体調や健康に関すること

経済的なことに関すること

対象者の基本属性、就いている職種や就業形態といった

就労状況、仕事上の出来事、仕事に関する意識など

幅広い状況について把握しました。



調査期間における調査対象者の経験

世代別の年齢の変化に応じた経験

調査対象者は、幅広い世代にまたがっています。

● 1983～1992年度生まれ：調査開始時25歳未満

● 1973～1982年度生まれ：調査開始時25歳～35歳未満

● 1963～1972年度生まれ：調査開始時35歳～45歳未満

● 1946～1962年度生まれ：調査開始時45歳以上

世代別の調査各期の年齢の推移
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４世代でそれぞれ14年間を追跡することにより、おおよそ

10代後半から60代の職業人生の全体をカバーしています。

青色のバーは各調査期での年齢範囲を示します



社会的情勢等の出来事

調査期間中には、障害者にとって重要な法制度の

整備があっただけでなく、東日本大震災やコロナ禍等、

社会全体に大きな影響を与えた出来事もありました。
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法定雇用率

2008 H20 前期

2009 H21 後期

2010 H22 前期

2011 H23 後期

2012 H24 前期

2013 H25 後期

2014 H26 前期

2015 H27 後期

2016 H28 前期

2017 H29 後期

2018 H30 前期

2019 H31
R1 後期

2020 R2 前期

2021 R3 後期

2022 R4 前期

2023 R5 後期

西暦・和暦 調査 社会情勢／労働施策／障害者施策

第1期調査

● リーマンショック
● 障害者雇用促進法の改正
    （障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大、短時間労働者の
     雇用率への算定など）

 

第3期調査

● 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
    法律（以下、障害者総合支援法)」公布

● 労働契約法の改正施行（有期労働契約の無期転換ルールが導入）
● 障害者雇用促進法の改正
    （障害者権利条約の批准に向けた対応、法定雇用率の算定基礎の
     見直しなど）
● 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」制定

2.0%第4期調査
● 「障害者権利条約」批准

第5期調査

● 働き方改革実現推進室の設置
● 雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供
    が義務化
● 障害者総合支援法の改正（「就労定着支援」創設など）

1.8%
第2期調査

● 労働基準法と雇用保険法の改正施行
    （時間外労働の割増賃金率の引き上げ、雇用保険の適用範囲の
     拡大）
● 障害者自立支援法等の改正
    （グループホーム、ケアホームの家賃助成、重度の視覚障害者の
     同行援護、相談支援の充実、障害児支援の強化など）

● 東日本大震災
● 雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の特例措置が
    導入
● 障害者基本法の改正

● 新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行

第6期調査

● 働き方改革関連法の成立
● 精神障害者の雇用義務化

2.2%
● 働き方改革関連法の施行
    （長時間労働の是正や同一労働同一賃金の実現が目指された）
● 障害者雇用促進法の改正
    （障害者の活躍の場の拡大に関する措置など）

第7期調査

● 新型コロナウイルス感染症拡大緊急事態宣言
● 感染拡大に伴い、雇用調整助成金における特例措置の導入

● 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正
    （事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な
      配慮の提供の義務化など）

2.3%

第8期調査

● 障害者雇用促進法改正
    （雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化，在宅就業支援
      団体の登録要件の緩和など）
● 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法施行



就いている職種

「就いている職種」には次のような特徴がありました。

● 「1946～1972年度生まれ」の肢体不自由、知的障害、

精神障害で「非就業者」の割合が上昇

● 「就いている職種」は障害種類による特徴あり

（※ ここから「障害種類による適職」を決めつけないように注意）
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●（n=●）は、その集計の対象となった回答者の総数を表します。

● 横軸に記した年齢はその集計の対象となった回答者の調査時点での

年齢範囲の中央値を示します。

【次のページからのグラフの見方】

● 「就いている職種」は以下から主な仕事を一つ選んでもらいました。

①「ものを作る仕事」（以下「製造」）

②「ものを売る仕事」

③「事務の仕事」

④「ものを教える仕事」（教師、塾講師、スポーツクラブ指導員など）

⑤「医療や福祉に関わる仕事」（あん摩・はり・きゅうの仕事を含む）

⑥「人を相手にするサービス業」

⑦「清掃やクリーニングなどのサービス業」

⑧「その他」



視覚障害

0%

20%

40%

60%

80%

100%

25.5歳
(1期)

27.5歳
(2期)

28.0歳
(3期)

30.5歳
(4期)

32.5歳
(5期)

34.5歳
(6期)

36.5歳
(7期)

38.5歳
(8期)年齢範囲

の中央値

1973～1992年度生まれ(n=6)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

48.5歳
(1期)

50.5歳
(2期)

52.5歳
(3期)

54.5歳
(4期)

56.5歳
(5期)

58.5歳
(6期)

60.5歳
(7期)

62.5歳
(8期)年齢範囲

の中央値

1946～1972年度生まれ(n=23)

「医療・福祉」の割合が高い
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聴覚障害

医
療
・
福
祉

医
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・福
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無
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答
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(8期)年齢範囲

の中央値

1973～1992年度生まれ(n=17)
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1946～1972年度生まれ(n=28)

製
造

事
務

製
造
・事
務
以
外

無
回
答
・
非
就
業

「製造」と「事務」の割合が高い
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内部障害
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無
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58.5歳
(6期)

60.5歳
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1946～1972年度生まれ(n=19)

事
務

事
務
以
外

無
回
答
・
非
就
業

肢体不⾃由 「事務」の割合が高い

「1946～1972年度生まれ」では「事務」の割合と

「事務以外」の割合が拮抗
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1973～1992年度生まれ(n=10)
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知的障害

精神障害
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掃
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ー
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無
回
答
・
非
就
業

無
回
答
・
非
就
業

「1973～1992年度生まれ」では「清掃・クリーニング」

の割合が「製造」の割合よりも高い
「1946～1972年度生まれ」では「製造」の割合と
「清掃・クリーニング」の割合が拮抗

「製造・事務以外」の占める割合が高い
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の中央値

1983～1992年度生まれ（n=52）

就業形態

「就業形態」には次のような特徴がありました。

●「1963～1972年度生まれ」では「正社員」の割合が

他の世代よりも高い

●「1946～1962年度生まれ」では「正社員」の割合が減少

する一方で「働いていない」の割合が上昇

職業生活から引退した者が増えたことを示唆
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４つの世代での14年間の追跡から⾒た変化

正
社
員

正
社
員
以
外

福祉的就労

働いているが
形態不明

「正社員以外」の割合が高い

「正社員以外」には次の者を含みます。

パート、アルバイト 、嘱託、契約社員、派遣社員、自営業主・

家族従業者、自宅にて内職で働いている者、

就労継続支援A型事業所で雇用契約を結んで働いている者

働いていない



0%

20%

40%

60%

80%

100%

57.5歳
(3期)

59.5歳
(4期)

61.5歳
(5期)

63.5歳
(6期)

65.5歳
(7期)

67.5歳
(8期)

年齢範囲

の中央値

1946～1962年度生まれ（n=110）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

43.5歳
(3期)

45.5歳
(4期)

47.5歳
(5期)

49.5歳
(6期)

51.5歳
(7期)

53.5歳
(8期)

年齢範囲

の中央値

1963～1972年度生まれ（n=110）
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障害種類により次のような違いや変化が見られました。

● 肢体不自由や内部障害では「正社員」の割合が他の障害

種類よりも高い

● 知的障害や精神障害では「正社員以外」の割合が他の

障害種類よりも高い

● 聴覚障害以外では「1946～1972年度生まれ」において、

就業形態の構成に変化あり

12

障害種類による就業形態の違いや変化

「1946～1972年度生まれ」における障害種類別の変化の特徴

変化の特徴障害種類

「正社員」の割合が低下

「働いていない」の割合が上昇

視覚障害

顕著な変化はなし聴覚障害

「正社員」の割合が低下

「働いていない」の割合が上昇

肢体不自由

「正社員」の割合が低下

「正社員以外」の割合が上昇

内部障害

「福祉的就労」「働いていない」の割合が上昇知的障害

「正社員以外」の割合が低下

「働いていない」の割合が上昇

精神障害
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視覚障害

聴覚障害

「1946～1972年度生まれ」では、「正社員」の割合

が低下、「働いていない」の割合が上昇
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顕著な変化はなし
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「1946～1972年度生まれ」では、「正社員」の割合

が低下、「働いていない」の割合が上昇
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「1946～1972年度生まれ」では、「正社員」の割合
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知的障害

精神障害
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福祉的就労

「1946～1972年度生まれ」では、

「福祉的就労」「働いていない」の割合が上昇
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「1946～1972年度生まれ」では、「正社員以外」の

割合が低下、「働いていない」の割合が上昇



給与

「１ヶ月の給与」（手取り額）には次のような世代の特徴が

見られました。

● 「1983～1992年度生まれ」では「13万円未満」の割合が

高くなっています。

● 「1963～1972年度生まれ」では「13万円以上」の割合が

高くなっています。

● 「1946～1962年度生まれ」では「13万円以上」の割合が

低下しています。

16

無回答・非就労
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31.5歳
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33.5歳
(8期)

年齢範囲

の中央値

1983～1992年度生まれ（n=33）

13
万
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未
満

13
万
円
以
上

「13万円未満」の割合が

高く、「13万円以上」の

割合が第７期以降で上昇

「１ヶ月の給与」は以下の選択肢からあてはまるものを一つ選んでもらいました。

①「７万円未満」②「７万円以上13万円未満」③「13万円以上25万円未満」④「25万円以上40万円未満」

⑤「40万円以上」

ここでは、以下の①と②をあわせた割合を「13万円未満」、③～⑤をあわせた割合を「13万円以上」として

集計しました。13万円で分けたのは、世代の違いが明確に出たためです。

（※「１ヶ月の給与」（手取り額）は障害種類や世代による就労

形態や職種等の違いの影響が大きいことに注意が必要です）
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「13万円以上」の割合

が高い

17

「13万円以上」の割合

が低下
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同程度



仕事をする理由、仕事についての満足度

● 仕事をする理由は「収入を得るため」が最も支持されて

います。

● 知的障害、精神障害では「生活のリズムを維持するため」

がその他の障害種類よりも支持されています。

仕事をする理由

18

仕事をする理由としての支持 （5点満点） の障害種類別平均値

1
2
3
4
5

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害

（点）

収入

1
2
3
4
5

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害

（点）

生活リズム

1
2
3
4
5

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害

（点）

社会とのつながり

1
2
3
4
5

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害

（点）

役割

収入を得るため 生活のリズムを維持するため

社会とのつながりを持つため 社会の中で役割を果たすため

仕事をする理由として「収入を得るため」といった項目がどのくらい当てはまるかを

以下の選択肢からあてはまるものを一つ選んでもらいました。

① 「あてはまる」 （５点） ② 「どちらかといえばあてはまる」 （４点） ③「どちらともいえな

い」 （３点） ④ 「どちらかといえばあてはまらない」 （２点） ⑤ 「あてはまらない」 （１点）



1

2

3

4

5

17-24歳

(n=249)

25-29歳

(n=416)

30-34歳

(n=536)

35-39歳

(n=532)

40-44歳

(n=622)

45-49歳

(n=751)

50-54歳

(n=727)

55-59歳

(n=596)

60歳以上

(n=298)

(点)

仕事の内容

1

2

3

4

5

17-24歳

(n=248)

25-29歳

(n=417)

30-34歳

(n=534)

35-39歳

(n=533)

40-44歳

(n=615)

45-49歳

(n=741)

50-54歳

(n=719)

55-59歳

(n=590)

60歳以上

(n=291)

(点)

給与や待遇

仕事についての満足度は年齢層が高くなるにつれ全般的に低下

する傾向が見られます。

仕事についての満⾜度

仕事についての満足度 （5点満点） の平均値

1

2

3

4

5

17-24歳

(n=248)

25-29歳

(n=415)

30-34歳

(n=533)

35-39歳

(n=527)

40-44歳

(n=609)

45-49歳

(n=738)

50-54歳

(n=712)

55-59歳

(n=590)

60歳以上

(n=291)

(点)

職場の環境

1

2

3

4

5

17-24歳

(n=248)

25-29歳

(n=416)

30-34歳

(n=532)

35-39歳

(n=528)

40-44歳

(n=610)

45-49歳

(n=738)

50-54歳

(n=713)

55-59歳

(n=583)

60歳以上

(n=291)

(点)

職場の人間関係
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「仕事の内容」といった項目についてどのくらい満足しているかについて、以下の選択肢からあて

はまるものを一つ選んでもらいました。

① 「満足」 （５点） ② 「どちらかといえば満足」 （４点） ③「どちらともいえない」 （３点）

④ 「どちらかといえば不満」 （２点） ⑤ 「不満」 （１点）



ライフイベントの状況

● 「1973～1992年度生まれ」では結婚している人の割合が

第４期にかけて上昇しています。

● 障害種類別では視覚障害、聴覚障害、内部障害では結婚を

している人の割合が高く、知的障害では低くなっています。

結婚の状況

20

視覚障害
(n=6)

内部障害
(n=5)

精神障害
(n=10)

聴覚障害
(n=17)

知的障害(n=42)
肢体不自由(n=16)

結婚している人の割合

(n=23)
(n=19)

(n=28)

(n=47)

(n=18)

(n=27)

次の①又は②に該当する人を「結婚している人」としています。

① 第１期において家族の状況(同居の有無を問わない)を尋ねる質問に対し「配偶者」(がいる)と回答

② 第２期から第８期において回答者や回答者の家族に起きた出来事を尋ねた質問に対し「自分が結婚

をした」と回答

（※「自分が離婚をした」と回答した場合は除きます。）
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～ 年度生まれ
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～ 年度生まれ

ライフイベントの状況

●「1973～1992年度生まれ」では結婚している人の割合が
第４期にかけて上昇しています。

●障害種類別では視覚障害、聴覚障害、内部障害では結婚を

している人の割合が高く、知的障害では低くなっています。

結婚の状況

20

視覚障害
(n=6)

内部障害
(n=5)

精神障害
(n=10)

聴覚障害
(n=17)

知的障害(n=42)

肢体不自由(n=16)

結婚している人の割合

(n=23)

(n=19)

(n=28)

(n=47)

(n=18)

(n=27)

次の①又は②に該当する人を「結婚している人」としています。

①第１期において家族の状況(同居の有無を問わない)を尋ねる質問に対し「配偶者」(がいる)と回答
②第２期から第８期において回答者や回答者の家族に起きた出来事を尋ねた質問に対し「自分が結婚

をした」と回答

（※「自分が離婚をした」と回答した場合は除きます。）

年齢範囲
の中央値
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1973～1992年度生まれ
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1946～1972年度生まれ

「1973～1992年度生まれ」では子どもがいる人の割合が

第６期までに上昇しています。

⼦どもの状況

21

視覚障害
(n=6)

内部障害(n=5)

精神障害(n=10)

聴覚障害(n=17)

肢体不自由(n=16)

子どもがいる人の割合

知的障害(n=42)

(n=23)(n=19)

(n=28)

(n=47)
(n=18)

(n=27)

次の①又は②に該当する人を「子どもがいる人」としています。

① 第１期において家族の状況(同居の有無を問わない)を尋ねる質問に対し「子ども」(がいる)と回答

② 第２期から第８期において回答者や回答者の家族に起きた出来事を尋ねた質問に対し「自分の

子どもが産まれた」と回答

年齢範囲
の中央値

年齢範囲
の中央値



44歳以下群 45歳以上群

ID t‐1 t t+1 ID t‐1 t t+1
D102 1 1 1 D144 1 1 1
D103 1 1 1 D151 1 1 1
D117 1 1 1 D152 1 1 1
D118 1 1 1 D153 1 1 1
D134 1 1 1 D154 1 1 1
D150 1 1 1 D162 1 1 1
D122 1 2 1 D163 1 1 1
D116 1 2 2 D165 1 1 1
D132 1 2 2 D179 1 1 1
D137 1 2 3 D167 1 1 2
D119 1 4 5 D169 1 2 3
D114 2 1 1 D143 1 4 2
D109 2 2 2 D175 1 4 2
D115 2 2 2 D145 1 4 4
D125 2 2 2 D112 2 2 2
D130 2 2 2 D129 2 2 2
D131 2 2 2 D146 2 2 2
D136 2 2 2 D149 2 2 2
D141 2 2 2 D155 2 2 2
D126 2 2 3 D158 2 2 2
D142 2 2 4 D161 2 2 2
D121 2 3 4 D176 2 2 2
D106 2 4 2 D180 2 2 2
D123 2 4 2 D181 2 2 2

D166 2 2 3
D170 2 2 4
D172 2 2 4
D177 2 2 4
D135 2 4 4
D168 5 2 2
D171 5 3 2

障害の重度化が見られた時期に
どんな変化があったのでしょうか

障害の重度化が見られた時期の前後で次のような変化がありました。

● 中高年期より前（44歳以下）に障害の重度化が見られた場合、

「正社員」から「正社員以外」に変わる人が多い

● 中高年期（45歳以上）に障害の重度化が見られた場合、

配置転換を経験する人や仕事を辞める人が多い

各分析対象者を⾏、調査期を列とするマトリクス︓t-1期、t期（重度化を捉えた調査期）、t+1期の各調査期で
就業形態に関する質問に回答し、かつt-1期において就労していた者
44歳以下群（障害の重度化を捉えた調査期における年齢が44歳以下）︓24件
45歳以上群（障害の重度化を捉えた調査期における年齢が45歳以上） ︓31件

障害の重度化前後の就労形態の変化の違い
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1 正社員

2 正社員以外

3 福祉的就労

4 仕事をしていない・その他

5 仕事をしている（形態不詳）

重度化前「正社員」14人
重度化後「正社員以外」１人

「仕事をしていない・その他」３人

重度化前「正社員」11人
重度化後「正社員以外」４人

「仕事をしていない・その他」１人



44歳以下群 45歳以上群

ID t‐1 t t+1 ID t‐1 t t+1
D103 0 0 0 D155 1 1 0
D114 0 0 0 D163 1 1 0
D115 0 0 0 D154 1 0 1
D116 0 0 0 D152 1 0 0
D122 0 0 0 D162 0 1 1
D130 0 0 0 D112 0 1 0
D131 0 0 0 D165 0 1 0
D132 0 0 0 D129 0 0 0
D134 0 0 0 D144 0 0 0
D141 0 0 0 D149 0 0 0

D151 0 0 0
D153 0 0 0
D161 0 0 0
D167 0 0 0
D168 0 0 0
D176 0 0 0
D179 0 0 0
D180 0 0 0
D181 0 0 0

障害の重度化前後の配置転換の実施状況の変化の違い
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配置転換を経験した人は ０

1 配置転換あり

0 配置転換なし

各分析対象者を⾏、調査期を列とするマトリクス︓t-1期、t期（重度化を捉えた調査期）、t+1期の各調査期で
仕事上の出来事に関する質問に回答し、かつt-1期において就労していた者
44歳以下群（障害の重度化を捉えた調査期における年齢が44歳以下）︓10件
45歳以上群（障害の重度化を捉えた調査期における年齢が45歳以上）︓19件

重度化前「配置転換あり」４件

重度化後「配置転換あり」３件

重度化前「配置転換なし」15件
重度化後「配置転換あり」３件



2016年の
「改正障害者雇用促進法」の施行により
どんな影響があったのでしょうか

2016年に「合理的配慮」の提供義務化等を内容とする改正障害

者雇用促進法が施行され、その前後で次のような変化がありま

した。

● 施行前の第４期では「配慮なし」が22％、そのうち約半数

が改正障害者雇用促進法が施行された第５期に「配慮あり」

に変化
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4期で配慮を受けて

いなかった人の半数が

5期で配慮を受けている

職場での「理解や配慮がある」と回答した人の割合

(2014‐2015年)

(2016‐2017年)

(2018‐2019年)

職場で実際に理解や配慮が得られていることについて、以下の選択肢からあてはまるものすべてを選

んでもらいました。

①「作業手順の簡易化」②「作業速度・量の調整」③「機器・設備の改善」④「通勤の便宜」

⑤「援助者の配置」⑥「勤務時間・休憩の調整」⑦「安全・健康管理」⑧「その他」

(n=380)

※ 単位未満で四捨五⼊しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも⼀致しません。
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

4期 5期 6期

視覚障害
(n=42)

内部障害
(n=45)

精神障害
(n=40)

聴覚障害
(n=77)

知的障害(n=106)

肢体不自由(n=70)

●職場での「理解や配慮がある」と回答した項目の数の平均

が以下のように変化

精神障害を除き、第4期（法施行前）から第5期（法

施行後）に配慮の数が増加

視覚障害を除き、第６期（法施行後）に配慮の数が

減少

※ 減少した理由の解明にはさらなる分析が必要

障害種類別の職場での「理解や配慮がある」と回答した項目の数の平均

(2014‐2015年) (2016‐2017年) (2018‐2019年)

職
場
で
の
「理
解
や
配
慮
が
あ
る
」と
回
答
し
た
項
目
の
数



東日本大震災や新型コロナウイルス感染症拡大

によりどんな影響があったでしょうか

東⽇本⼤震災（2011年）の影響

東日本大震災の発生により、障害特性による困りごとを含め、

次のような大きな影響がありました。

● 生命を守り安全に避難するための移動や情報確保が困難

● 帰宅困難や電気・水・ガソリンの供給寸断への対応が困難

● サプライチェーンの停滞による休業の発生

障害者が緊急時に取り残されないよう平時からの準備が必要
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東日本大震災の影響に関する自由記述の分類

3期後期（2013年）（n=106）

3期前期 (2012年)（n=140）



9.1%

17.7%

49.5%

38.9%

21.2%

8.0%

18.9%

48.0%

45.7%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

コミュニケーションへの影響

体調や精神面への影響

仕事への影響

日常生活への影響

感染防止・感染対策に関すること

新型コロナウイルス感染症拡⼤（2020年〜）の影響

27

8期前期（2022年） （n=198人）

7期後期(2021年) （n=170人）

収入は、１／３に減り、家族の感染、予防接種後など、
休む日も増えた。自分の収入だけで生活は困難になっ
てしまいました。

（自由記述の例）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、次のような大きな

影響がありました。

● 外出自粛要請や在宅勤務などの新しい生活様式への適応困難

● 運動不足、社会的交流の制限、生活リズムの乱れが顕在化

● 労働時間や仕事の減少、退職、長期休業の発生

● 一部業種では特別対応の必要性から業務量が増加

新型コロナウイルス感染症の影響に関する自由記述の分類



最後に

本冊子では、パネル調査がとらえた「障害のある人の職業

人生」の特徴について、「就いている職種」「就業形態」

「給与」「仕事をする理由」「仕事の満足度」「ライフイベン

ト」「障害の重度化」「大きな社会情勢の影響」といった様々

な切り口で紹介してきました。

調査研究報告書では、「勤務時間」「賞与」「仕事や経済的

なことに関する相談先」「働いていたい年齢」「職場の人への

障害の説明状況」など本冊子で報告できなかった集計結果も

報告しています。

本調査研究の詳細はホームページをご覧ください。

● 障害者の標準的な職業生活の状況を示すものではありません。

ある世代の経験を、別の世代や今後の世代が繰り返すわけで

はありません。

● 今回の結果は固定的なものではありません。実際は、障害者

の様々な状況は職場や地域の状況との相互作用によるもので

あり、大きな幅があるものです。

● 障害者を取り巻く職場やその他の状況は、今後の就労支援の

整備により改善されるべきものです。今回の結果は、今後の

改善に向けた課題を示すものです。

本冊子で紹介したデータについて以下にご留意ください。
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ホームページについて

本冊子のほか、障害者職業総合センターの研究成果物については、一部を除いて、

下記のホームページからPDFファイルによりダウンロードできます。

【障害者職業総合センターホームページ】

https://www.nivr.jeed.go.jp/
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